
１１月２１日、大阪地方裁判所において渡邊さん本人訴訟が開催されました。

今回は、会社からチェックシートに誤って「Ｚ７０」と記載した後に、管理者からの注意

指導を受け「Ｚ７１」と訂正したとする証拠を出してきました。

これで注意指導されてから書き直したと言えるのでしょうか？

会社は上記を含めて２件の「カット理由」とする書証が提出されました。しかし、これ以

外の「カット理由とする書証はない」とのことでした。残り３０件以上はどうするのでしょ

うか？

裁判官からも「裁判所は残りの立証はどうするのか関心があります。人証でいくのです

か？」等の質問が行われました。それを受けて、会社は次回までに書面を提出することにな

りました。会社は「カット理由」を「５Ｗ１Ｈ」で現場管理者から報告が上がってきている

といっています。どのような報告をしたか明らかにするべきです。

このチェックシートを見ると助役の印鑑があります。証人になって裁判で明らかにして下

さい。お待ちしています。

                                             

次 回 は 、 ２ ０ １ ５ 年 １ 月 ３ ０ 日 （ 金 ） １ １ 時 ３ ０ 分 大 阪 地 裁 ６ １ １ 号 法          

組合員の皆さんの傍聴参加を御願いします。
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第３回 ボーナスカット渡邊さん本人訴訟が開催される！


